
令和４年４月１日以降における条例区域の考え方 

（法第３４条１１号、１２号関係） 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※1 浸水想定深３ｍ以下については、大雨時に避難所への自主的な避難を 

誘導するよう、事業者に周知する。 

災害ハザードエリアの確認 

災害レッドゾーン 

・災害危険区域 

・地すべり防止区域 

・土砂災害特別警戒区域 

・急傾斜地崩壊警戒区域 

災害イエローゾーン 

・土砂災害警戒区域 

・浸水想定区域 

 

 

土砂災害警戒区域 浸水想定区域 

想定浸水深３ｍ以上 ３ｍ未満(※1) 

条例区域からの除外なし 条例区域からは除外する 

居室なし 

対策なし 対策あり 

防災対策(砂防堤防の整備等) 

・確実な避難（個別に判断） 

又は 

・安全上の対策(防災、居室等) 

居室あり 

確実に避難可 

想定浸水深以上の

所に居室 

確実な避難不可 


